
 

 

 

 

 

 

7 月からの乳幼児健康診査事業の再開について 

 

  

本市は乳幼児健康診査事業を、感染予防措置を十分に講じた上で、6月から乳児の健

診を優先して再開していますが、新たに 7 月から 1 歳 6 か月児健診を再開します。な

お、3 歳児健診につきましては、10 月から再開予定としています。 

対象者には、事前の個別通知を郵送するとともに、市ホームページや市報あまがさき

でも広くお知らせします。 

 

以 上   

 

 

 

令和 2 年 6月 23 日 

所属名 北部地域保健課 

所属長名 石井 智鶴 
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